
 
■ 全てのデントコーン・ソルガム等の作付地において、スラ
リー、液肥の土中施用を行うことが必要です。 

スラリー等の土中施用 
の実施とは？ 

 
■ 酪農経営から発生するスラリー（ふん尿混合液肥）は、施用
時にアンモニア発生による臭気を伴う上、表面から流出しやす
く、土壌や水系を汚染する可能性があります。 

■ スラリーの施用を表面散布から、土壌へ注入する方法へ変更
することにより、悪臭の低減や、土壌表面からのスラリー等の
流出防止に貢献します。また、土壌内への直接注入により、養
分吸収率が高まるとともに、炭素の土壌貯留が進み温室効果ガ
スを削減します。 

■ 全てのデントコーン・ソルガム等の作付地について、スラ
リー等の土中施用を実施すること。 

■ 留意事項 

■ 取組の目的 

■ 取組の内容 

土表面に切り込みを入れる スラリー等を切り込みの中に散布 

スラリーの鎮圧等 スラリー等を切り込み付近に散布 土表面に切り込みを入れる 

スラリーインジェクター等 

組み 
合わせ
作業 

「土中施用」は、スラリーインジェクター等の専用機
械を用いる土壌注入のほか、ハロー等で土表に切り込
みや窪地を造り、スラリー等が当該切れ込みに流れ込
みやすい散布を行い、鎮圧等により切れ込みにすり込
む」ようにする必要があります。 
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スラリー等とは、ふん・尿混合の液
肥、固液分離後の液肥、メタン発酵
消化液等液状のものをいいます。 

一連の作業は環境負荷軽減効果を高め
るため、時間を空けないようにすること。 

注：面積のカウントには、耕種農家等との契約栽培面積は 
  含みません。 



スラリー等の土中施用 
の実施とは？（２） 

■ 留意事項 

１．基本的な取組パターンと交付対象面積との関係 

２．裏作に１年生牧草を、表作にデントコーン・ソルガム等を栽培している場合 

① 本取組メニューでは、二期作・二毛作を
除いた飼料作物作付面積に対する取組割
合であるため、１作目でカウントする。 

交付額 15,000円×３２ha＝４８万円 

全体   
１６ha 

デントコー
ン・ソルガ
ム等    
７ha 

 

取組部分 

表作 裏作 

イタリ
アン 

１６ha 

 

② デントコーン・ソルガム等を二毛作栽培し
ている場合は、取組は１毛作目、２毛作目
どちらかで行えばよいが、取組割合は１作
目の飼料作付面積でカウントする。 

① デントコーン・ソルガム等の作付割合は２割以上あること。 

交付額 15,000円×３９．９ha＝598,500円 

 ﾃﾞﾝﾄｺｰﾝ・ 
 ｿﾙｶﾞﾑ等 

  ＋ 

スラリー
土中施用 

全体     
３９．９５ha 

うち１０haで
取組 ０．１ｈａ未満は 

切り捨て 

全体   
１０ha 

デントコー
ン・ソルガ
ム等    

４ha 

 

取組
部分 

表作１ 表作２ 裏作 
イタリ
アン 

１０ha 

 

取組は２毛作目で取り組んでも構い
ません。 
全体面積は、１作目の飼料作付面積
（例では表作１）でカウントします。 
 

交付額 15,000円×２０ha＝３０万円 

２１ 
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飼料作物作付面積（二期作・二毛作除く。）の２割以上なので、１６haの
２割（３．２ha）以上のﾃﾞﾝﾄｺｰﾝ・ｿﾙガム等の作付けが必要。交付対象
面積は、二期作・二毛作面積も含むので、３２ha分を交付。 

全体   
８ha 

注：面積のカウントには、耕種農家等との契約栽培面積 
  は含みません。 



 
■ 取組開始前年のデントコーン・ソルガム等の面積が基準とな
ります。以降、取り組む際も基準年として固定されます。なお、
２４年度までに既に取り組んでいる方は、２５年度以降も、こ
れまでの基準年をそのまま適用してください。 

連作防止の実施とは？ 

■ デントコーン・ソルガム等を同一作付地に連作した場合、未
利用窒素成分が硝酸性窒素等として土壌に蓄積すること等が懸
念されます。 

■ デントコーン・ソルガム等を連作している作付地を、飼料作
物のうち、表層上の根張りが密集し窒素吸収が高い牧草地等に
転換することにより、土壌中の硝酸性窒素等の過剰蓄積の抑制
や温室効果ガス排出量の削減に貢献します。 

■ デントコーン・ソルガム等の作付地において、取組開始前年
（以降、基準年として固定）のデントコーン・ソルガム等の作
付面積の２割以上にイネ科牧草等を導入すること。 

■ 留意事項 

■ 取組の目的 

■ 取組の内容 
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（取組例） 
全体     
５０ha 
（牧草３５ha、
ﾃﾞﾝﾄｺｰﾝ･ｿﾙ
ｶﾞﾑ等１５ha） 

牧草 
３５ha 

ﾃﾞﾝﾄｺｰ
ﾝ･ｿﾙｶﾞﾑ
等 
１５ha 

牧草 
３５ha 

ﾃﾞﾝﾄｺｰ
ﾝ･ｿﾙｶﾞﾑ
等 
１２ha 

３ha 

基準年（取組開始前年で固定） 事業実施年度 

コ
ー
ン
畑
に
新
た
に
牧

草
を
作
付
（基
準
年
の

２
割
以
上
） 

ﾃﾞﾝﾄｺｰﾝ・ｿﾙｶﾞﾑ等の作付面積が 
全飼料作物作付面積（二期作・二毛作
は除く）の２割以上であることが必要 

注：面積のカウントには、耕種農家等との契約栽培面積 
  は含みません。 



不耕起栽培又は側条施肥の 
実施ほ場における 

化学肥料又は農薬使用量の削減とは？（１） 

■ デントコーン・ソルガム等の作付けは毎年の耕起が必要であ
り、耕起により柔らかくなった硝酸性窒素等を含んだ土壌が雨
水等によって河川等に流出する可能性があります。また、デン
トコーン・ソルガム等の作付けには牧草地と比較して多くの堆
肥・化学肥料、農薬が必要となる場合があり、環境負荷が懸念
されます。 

■ デントコーンの不耕起栽培又は側条施肥により土壌中硝酸性
窒素等の流出を抑制するとともに、農薬又は化学肥料の使用量
を削減し、環境負荷の軽減に貢献します。 

■ デントコーン・ソルガム等の作付地において、デントコー
ン・ソルガム等の作付面積の８割以上で不耕起栽培又は側条施
肥を実施すること。 

■ デントコーン・ソルガム等の作付けに当たり、不耕起栽培又
は側条施肥実施ほ場において、化学肥料又は農薬の使用量を地
域の慣行基準から３割程度以上削減すること。 

■ 留意事項 

■ 取組の目的 

■ 取組の内容 
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■ 「側条施肥」とは、専用の機械を用いて、苗
近くに局所的に施肥する技術で、通常の施肥に
比べ、肥効が早く利用率も高く、施肥量の低減
が可能な施肥方法です。 

■ 「不耕起栽培」については、１１ページを参
照してください。 

 

注：面積のカウントには、耕種農家等との契約栽培面積 
  は含みません。 



不耕起栽培又は側条施肥の 
実施ほ場における 

化学肥料又は農薬使用量の削減とは？（２） 
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■ 留意事項 

① 不耕起栽培＋化学肥料使用量の削減 

全体５０ha 

うち 
牧草４０ha 
ﾃﾞﾝﾄｺｰﾝ･ｿﾙｶﾞ
ﾑ等１０ha 

（取組例） 
 ※デントコーン・ソルガム等の作付割合は２割以上あることが必要。 

■ 本取組は、以下の４パターンの組合せが考えられます。 

牧草 
４０ha 

ﾃﾞﾝﾄｺｰ
ﾝ･ｿﾙｶﾞﾑ
等１０ha 

ﾃﾞﾝﾄｺｰﾝ・ｿﾙｶﾞﾑ等作付地の８割以上で 
不耕起栽培＋化学肥料使用量の削減 

② 不耕起栽培＋農薬使用量の削減 

全体５０ha 

うち 
牧草４０ha 
ﾃﾞﾝﾄｺｰﾝ･ｿﾙｶﾞ
ﾑ等１０ha 

牧草 
４０ha 

ﾃﾞﾝﾄｺｰ
ﾝ・ｿﾙｶﾞﾑ
等１０ha 

ﾃﾞﾝﾄｺｰﾝ・ｿﾙｶﾞﾑ等作付地の８割以上で 
不耕起栽培＋農薬使用量の削減 

不＋化減 
８ha 

不＋農減 
８ha 

２４ 

③ 側条施肥＋化学肥料使用量の削減 

全体５０ha 

うち 
牧草４０ha 
ﾃﾞﾝﾄｺｰﾝ･ｿﾙｶﾞ
ﾑ等１０ha 

牧草 
４０ha 

ﾃﾞﾝﾄｺｰﾝ・ｿﾙｶﾞﾑ等作付地の８割以上で 
側条施肥＋化学肥料使用量の削減 

④ 側条施肥＋農薬使用量の削減 

全体５０ha 

うち 
牧草４０ha 
ﾃﾞﾝﾄｺｰﾝ･ｿﾙｶﾞ
ﾑ等１０ha 

牧草 
４０ha 

ﾃﾞﾝﾄｺｰﾝ・ｿﾙｶﾞﾑ等作付地の８割以上で 
側条施肥＋農薬使用量の削減 

側＋化減 
８ha 

側＋農減 
８ha 

ﾃﾞﾝﾄｺｰ
ﾝ･ｿﾙｶﾞﾑ
等１０ha 

ﾃﾞﾝﾄｺｰ
ﾝ･ｿﾙｶﾞﾑ
等１０ha 

注：面積のカウントには、耕種農家等との契約栽培面積 
  は含みません。 



化学肥料及び 
農薬使用量の削減とは？ 

■ デントコーン・ソルガム等の作付けには牧草地と比較して多
くの堆肥・化学肥料、農薬が必要となる場合があり、環境負荷
が懸念されます。 

■ デントコーン・ソルガム等の作付けに使用する農薬・化学肥
料の使用量を削減し、環境負荷の軽減に貢献します。 

■ デントコーン・ソルガム等 
 の作付に当たり、化学肥料及 
 び農薬の使用量を地域の慣行 
 基準から３割程度以上削減す 
 ること。 

■ 留意事項 

■ 取組の目的 

■ 取組の内容 

２５ 
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－３割 －３割 

■ 化学肥料及び農薬の使用量の地域の慣行基準 
 や削減方法については、都道府県が策定・公表 
 のものに従ってください（１９ページを参照）。 

全体５０ha 

うち 
牧草４０ha 
ﾃﾞﾝﾄｺｰﾝ･ｿﾙｶﾞ
ﾑ等１０ha 

牧草 
４０ha 

ﾃﾞﾝﾄｺｰ
ﾝ･ｿﾙｶﾞﾑ
等１０ha 

（取組例） 
デ
ン
ト
コ
ー
ン
・
ソ
ル

ガ
ム
等
の
作
付
地

で
化
学
肥
料
・
農
薬

使
用
量
を
削
減 

注：面積のカウントには、耕種農家等との契約栽培面積 
  は含みません。 



心土破砕の実施及び 
農薬使用量の削減とは？ 

■ デントコーン・ソルガム等の作付けは毎年の耕起が必要であ
り、作業用機械の大型化等により土壌の物理性が変化し、排水
不良となって肥料や土壌が流亡する懸念されます。また、デン
トコーン・ソルガム等の作付けには牧草地と比較して多くの農
薬が必要となる場合があり、環境負荷が懸念されます。 

■ 心土破砕により肥料の流亡の阻止や土壌への炭素貯留機能の
強化による温室効果ガス排出量の削減に貢献するとともに、農
薬の使用量を削減することにより環境負荷軽減に貢献します。 

■ デントコーン・ソルガム等の作付地において、デントコーン･
ソルガム等の作付面積の５割以上で心土破砕を実施すること。 

■ デントコーン・ソルガム等の作付けに当たり、農薬の使用量
を地域の慣行基準から３割程度以上削減すること。 

■ 留意事項 

■ 取組の目的 

■ 取組の内容 

２６ 
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■ 「心土破砕」とは、専用の機械を用いて、大
型作業機械の踏圧等により、作土層の直下に形
成された耕盤層を破砕し、透水性改善や根圏拡
大を図り、肥料成分の流亡を防止したり、炭素
貯留機能を強化する技術です。 

全体５０ha 

うち 
牧草４０ha 
ﾃﾞﾝﾄｺｰﾝ･ｿﾙｶﾞ
ﾑ等１０ha 

牧草 
４０ha 

ﾃﾞﾝﾄｺｰﾝ･ｿﾙｶﾞﾑ等作付地の５割以上で心土破砕 

心土破砕 
５ha 

（取組例） 
デ
ン
ト
コ
ー
ン
・

ソ
ル
ガ
ム
等
の

作
付
地
で
農
薬

使
用
量
を
削
減 

注：面積のカウントには、耕種農家等との契約栽培面積 
  は含みません。 

ﾃﾞﾝﾄｺｰ
ﾝ・ｿﾙｶﾞﾑ
等１０ha 



追加交付金の対象となる 
拡大面積とは？ 

２７ 

 

■ 本体交付金の交付対象者 
 のうち、「輸入粗飼料から 
 の切替｣※又は「乳用後継牛 
 の増頭｣ ※を行い、飼料作付 
 面積を拡大した者には、拡 
 大した面積に応じて１ヘク 
 タール当たり３０，０００ 
 円の追加交付金を交付しま 
 す。 

■ 追加交付金の交付対象 

■ 過去３カ年度における本体交付金の交付対象面積の
うち、最大の面積から拡大した分に交付します。 

■ ただし、新たに事業に参加した場合は、前年度の作
付面積から拡大した分が交付対象になります。 

■ 拡大面積の算出方法 

20 
          

    

      

        

100 
    

100 

80 
90 

      

        

飼料作付面積（ha） 100 80 90 120 

26年度 27年度 28年度 29年度 

（例） 

現行の作付面積 
拡大面積 

本体交付金単価：１．５万円／１
ha 

３万円／１
ha 

追加交付
金単価 

飼
料
作
付 

面
積 

交
付
金 

追加交付金
の対象面積 

※ ２つの要件を併用することも可能です。 



輸入粗飼料からの切替とは？ 

■ 輸入粗飼料の購入量は、前年と比較して、飼料作付面積拡大
１ヘクタール当たり１トン以上削減する必要があります。 

  なお、前年に輸入粗飼料を購入していない場合は、追加交付
の対象となりません。 

■ 輸入粗飼料の削減基準 

■ 経産牛を増頭した場合、経営全体における粗飼料の使用量が
増加することを考慮し、上記削減基準の総量から増頭１頭当た
り２トンを控除します。 

■ 経産牛の増頭による削減基準の緩和 

輸入粗飼料 
２０ｔ 

自給飼料 
２０ha 

前年の粗飼料使用状況 
自給飼料 
生産拡大 
（＋５ｈａ） 

① 頭数を維持した場合 

注：29年度における輸入粗飼料の削減は、29年（１月～12月）と28年（１月～12月） 
  の購入量を比較して確認します。 

 （取組例）  

輸入粗飼料 
１９ｔ 

自給飼料 
２５ha 

② ２頭増頭した場合 

注：上記取組例において、３頭以上増頭した場合は、控除量が削減義務の総量を 
  上回るため、輸入粗飼料の削減義務量は０ｔとなります。 
 （輸入粗飼料が増えた場合は、追加交付は受けられません。） 

輸入粗飼料 
１５ｔ 

輸入粗飼料は、 
５ｔ 削減する必要 

自給飼料 
２５ha 

削減基準（５ｔ ）から２頭増頭分の
４ｔを控除すると、１ｔ の削減でＯＫ 

 

■ 乳用後継牛飼養頭数が、前年の７月１日時点と比較して減少し
ていないことも条件となります｡（やむを得ない場合を除く｡） 

■ 乳用後継牛頭数の維持 

＜やむを得ない場合とは＞ 
天災や伝染病によるもののほか、飼養管理に係るもの（分娩時期のずれ、雄の分娩割合の
増加、初妊牛の自家育成への切替初期等）で一過性の減少と見なせるものである必要があ
ります。なお、飼養管理に起因する場合に認められる減少は、２割が上限です。 

２８ 



乳用後継牛の増頭とは？ 

 

■ 乳用後継牛頭数は、前年の７月１日時点と比較して、
飼料作付面積拡大１ヘクタール当たり１頭以上増頭する
必要があります。 

■ 増頭の定義 

注：乳用後継牛の増減は、交付申請年度の７月１日時点において牛個体 
  識別台帳に登録された満７か月齢から満１８か月齢までの頭数をそ   
  の前年７月１日時点と比較します。 

２９ 

 

■ 乳用後継牛頭数は、各年の７月１日時点で事業参加
者が飼養する頭数をカウントします。 

■ 留意事項 

注１）：預託先の乳用後継牛の頭数はカウントされません。 
 

注２）：牛個体識別台帳に登録されていない場合はカウントされない 
    ので、牛の出生や異動があった場合は、速やかに届出を行って 
    ください。 



 
■ 取り組む内容について、次年度の計画を 
 変更しても、交付されます。 

留意事項 
Ⅰ．環境負荷軽減の取組について 

■ 取組内容の変更 

１５,０００円／ｈａ ０円／ｈａ 

０５ 
無化学肥料
栽培又は無
農薬栽培の

実施 

０８－２ 
連作防止の

実施  

１５,０００円／ｈａ 

０４ 
放牧の実施 

０８－１ 
スラリー等
の土中施用

の実施 

０４ 
放牧の実施 

■ 「０８環境負荷に配慮したデントコーン・ソルガム等の生産」の取組を実
施する場合、環境負荷軽減の取組の要件を満たすためには、０８以外の
取組の中からもう１つ実施してください。 

■ １つの取組のみの実施で７,５００円／ｈａの交付金を受け取ることはで
きません。 

■ 年度途中に取組を変更させることはできません。 
■ 契約栽培により耕種農家等が飼料作物を作付ける面積については、環
境負荷軽減の取組を実践する必要はありません。 

３０ 

０８－１ 
スラリー等
の土中施用
の実施 

２７年度 ２８年度 ２９年度 



 
■ ４ページに書いてあるとおり、組織で事業参加する
場合には、環境負荷軽減の取組は共同で一つの取組を
行っても、農家個々が別の取組を行っても構いません。 

  ただし、組織として共同で取組を行う場合であって
も、個々の農家はそれぞれ２つ以上の取組を実施する
必要があります。 

 

■ 組織として取り組む場合の留意事項 

３１ 

０１ 
堆肥の適正

還元 

０２ 
耕畜連携 
の取組 

３戸の構成員からなるＴＭＲ
センター等として参加 

３戸共同
で放牧を
実施 

０４ 
放牧の実施 

０８－１ 
スラリー等
の土中施用

の実施 

Ａ農家 Ｂ農家 Ｃ農家 



 
■ 取組を集団として共同で行う場合の、環境負荷軽減の
取組要件は以下のとおりです。 

■ 組織として取り組む場合の取組要件（１） 

３２ 

取組事項 取組内容 

１ 堆肥の適正
還元の実施 

土壌分析、堆肥の成分分析、施肥設計については、合理的と考え
られる方法で採材し、【１ヶ所×構成員数】以上の回数を行う。 

２ 耕畜連携の
取組 

 堆肥の成分分析は合理的と考えられる方法で採材し、【１ヶ所×
構成員数】以上の回数を行う。耕種農家との堆肥の供給契約は、
組織として共同で契約を締結するか、又は構成員全員が契約を締
結すること。 

３ 不耕起栽培
の実施 

単年性飼料作物を作付ける場合は構成員全員の合計飼料作物作
付面積の５割以上、永年性飼料作物を作付ける場合は構成員全
員の面積の２割以上で不耕起栽培を実施すること。 

４ 放牧の実施 

構成員全体で、北海道にあっては経産牛１頭当たり９０日以上の
放牧を、都府県にあっては経産牛又は乳用後継牛（預託されてい
るものを含む。）１頭当たり９０日以上の放牧を、それぞれ実施する
こと。 

５ 

無化学肥料
栽培又は無
農薬栽培の
実施 

 経営内の全ての飼料作物作付地において、無化学肥料栽培又
は無農薬栽培を実施すること。ただし、草地更新の際は化学肥料
及び農薬を使用することができる。 
 やむを得ず化学肥料又は農薬を使用する場合は、構成員全員
の飼料作物作付面積（二期作・二毛作の２作目は除く）の２割以内
とすること。 

６ 

サイロでの
牧草サイ
レージ調整
における排
汁の低減及
び適正処理
の実施 
 

 サイレージ化する構成員全員の全ての牧草をサイロ（基本的に
はバンカーサイロ）で調整すること。 
 水分率を７５％以下とすることを目標に、原料草の十分な予乾を
行うこと。 
 原料草をサイロに詰め込む際に、サイロごとに原料草の水分を
測定すること。 
 発生した排汁は排汁槽に貯留する等適正に管理し、ほ場散布等
により適正に処理すること。 
 サイロごとにサイレージの飼料分析を行うこと。 



 
■ 取組を集団として共同で行う場合の、環境負荷軽減の
取組要件は以下のとおりです。 

■ 組織として取り組む場合の取組要件（２） 

３３ 

取組事項 取組内容 

７ 
副産物利用によ
る草地の適正管
理 

構成員全員の牧草の合計作付面積の５割以上で土壌改良
資材（石灰質資材）の散布を実施すること。 
 土壌改良材として、副産物（ライムケーキ、ホタテ貝殻等）を
使用すること。 
 土壌分析は合理的と考えられる方法で採材し、【１ヶ所×構
成員数】以上の回数を行うこと。  

８ 
環境負荷に配慮
したデントコーン・
ソルガムの生産 

  構成員全員の合計飼料作物作付面積(二期作・二毛作の

２作目の面積は除く）に占めるデントコーン・ソルガム等の作
付面積の割合が、２割以上であること。 

-1 スラリー等の土
中施用 

  全てのデントコーン・ソルガム等の作付地において、スラ
リー等の土中施用を実施すること。 

-2 
 

連作防止の実施
入 

構成員全員の取組開始前年（以降、基準年として固定）のデ
ントコーン・ソルガム等の合計作付面積の２割以上にイネ科
牧草等を導入すること。 

-3 
 

不耕起栽培又は
側条施肥の実施
ほ場における化
学肥料又は農薬
使用量の削減 

  構成員全員のデントコーン・ソルガム等の合計作付面積の
８割以上で不耕起栽培又は側条施肥を実施すること。 
 デントコーン・ソルガム等の作付けに当たって、不耕起栽培
又は側条施肥実施ほ場において、化学肥料又は農薬の使
用量を地域の慣行基準から３割程度以上削減すること。 

-4 
 

化学肥料及び農
薬使用量の削減 

 デントコーン・ソルガム等の作付けに当たって、農薬及び化
学肥料の使用量を地域の慣行基準から３割程度以上削減す
ること。 

-5 
 

心土破砕の実施
及び農薬使用量
の削減 

 構成員全員のデントコーン・ソルガム等の合計作付面積の
５割以上で心土破砕を実施すること。 
 デントコーン・ソルガム等の作付けに当たって、農薬の使用
量を地域の慣行基準から３割程度以上削減すること。 



 
■ 事業参加者は、農協等が行う現地確認時に、確認のた
めの書類・写真等を現地確認者に提示し、取組を実践し
ていることを証明する必要があります。 

■ 取組内容の確認・記録（１） 

01 堆肥の適正
還元の実施 

02 耕畜連携
の取組 

03 不耕起栽培
の実施 

①堆肥・土壌の分析実績、施肥設計の実施状況 
 ・堆肥・土壌分析書（分析項目がわかるもの）、肥料取締法に基づく登録
証（普通肥料・特殊肥料）、施肥設計書、作付作物の種類、堆肥舎数、堆
肥の分別管理の有無等 

②施肥の実施状況 
 ・施肥時期・施肥量を記した作業日誌、写真等 

①堆肥の分析実績 
 ・堆肥分析書（分析項目がわかるもの）、肥料取締法に基づく登録証（普
通肥料・特殊肥料）、堆肥舎数、堆肥の分別管理の有無等 

②堆肥供給の状況 
 ・供給契約書、受取耕種農家・受取量・受取日時・署名のある確認表等 

①飼料作物作付面積及び牧草・デントコーン等不耕起栽培面積 
 ・農地基本台帳、作業日誌、写真等 
②不耕起栽培の実施状況 
 ・作業日誌、写真等 

３４ 

04 放牧の実施 ①経産牛及び乳用後継牛の放牧延べ日数及び実施状況 
 ・放牧日誌、作業日誌、預託管理台帳、写真等 
②７月１日時点の経産牛頭数及び乳用後継牛頭数 
 ・牛個体識別台帳の頭数 
③預託された乳用後継牛の確認 
 ・年度ごとに預託料を支払っていることを 
 証明する書類 



■ 取組内容の確認・記録（２） 

07 副産物の利
用による草地の
適正管理 

①飼料作物作付面積の確認 
 ・農地基本台帳、作業日誌、写真等 
②副産物の利用状況、土壌分析の実施状況 
 ・作業日誌、副産物の購入伝票、土壌分析書（分析項目がわかるもの）、
作業委託証明書、写真等 

３５ 

06 サイロでの牧
草サイレージ調
整における排汁
の低減及び適
正処理の実施 

①排汁低減の実施状況 
 ・サイロの種類、数、原料草の水分測定結果、サイレージの飼料分析結
果、収穫・散布用機械の使用実績、作業委託証明書、写真等 

08 環境負荷に
配慮したデント
コーン・ソルガ
ムの生産 

-1～-5共通 
①飼料作物作付面積の確認及びﾃﾞﾝﾄｺｰﾝ・ｿﾙｶﾞﾑ等作付面積の確認 
 ・農地基本台帳、作業日誌、写真等 
-3～-5共通 
②化学肥料、農薬の使用量の削減状況 
 ・都道府県における肥料・農薬の慣行基準・削減方法の設定状況、生乳
生産管理チェックシート、作業日誌、肥料・農薬の購入伝票等 

-1 スラリー等の 
 土中施用の実施 

①スラリー等施用面積・状況 
 ・農地基本台帳、生乳生産管理チェックシート、作業日誌、写真等 

-2 連作防止の
実施 

①イネ科牧草等の導入状況 
 ・種子・土壌改良材・肥料の購入伝票、牧草導入のための工事等の関係
書類、写真等 

②基準年と当年の牧草、デントコーン・ソルガム等作付面積の確認 
 ・農地基本台帳、作業日誌、写真等 

05 無化学肥料
栽培又は無農
薬栽培の実施 

①飼料作物作付面積及びやむを得ず化学肥料又は農薬を利用した場合
の面積 
 ・農地基本台帳、生乳生産管理チェックシート、作業日誌、肥料・農薬購
入伝票、草地更新の有無、写真等 
②普及センター等の助言の内容 
 ・助言文書等 



■ 取組内容の確認・記録（３） 

-3 不耕起栽培
又は側条施肥
の実施ほ場に
おける化学肥料
又は農薬使用
量の削減 

-4 化学肥料及
び農薬使用量
の削減 

①不耕起栽培又は側条施肥実施面積 
 ・農地基本台帳、作業日誌、写真等 
②不耕起栽培又は側条施肥実施状況 
 ・不耕起栽培又は側条施肥用機械の使用実績､作業委託証明書､写真等 
③化学肥料、農薬の使用量の削減状況 
 ・３４ページを参照してください。 

①化学肥料、農薬の使用量の削減状況 
 ・３４ページを参照してください。 

３６ 

-5 心土破砕の
実施及び農薬
使用量の削減 

①心土破砕実施面積 
 ・農地基本台帳、作業日誌、写真等 
②心土破砕実施状況 
 ・心土破砕用機械の使用実績、作業委託証明書、写真等 
③農薬の使用量の削減状況 
 ・３４ページを参照してください。 

Ⅱ．追加交付金の交付申請について 

■ 事業参加者は、農協等が行う現地確認時に、確認のた
めの書類等を現地確認者に提示し、購入量を削減してい
ることを証明する必要があります。 

■ 輸入粗飼料削減の確認・記録 

確認書類 ： 確定申告等に用いる帳簿、納品伝票、購入伝票、 
      販売伝票、作業日誌、その他購入量を証明する書類等 

 

■ 牛個体識別台帳より得られたデータを、地方農政局等
において記載します。事業参加者自らが準備する必要は
ありません。 

■ 乳用後継牛増頭の確認 



(参考)化学肥料の種類 

 
「高度化成肥料」・・・Ｎ、Ｐ、Ｋの３要素の合計率が 
           ３０％以上のもの 
「普通（低度）化成肥料」・・・Ｎ、Ｐ、Ｋの３要素の合 
               計率が３０％以下のもの 

本事業における「化学肥料」とは、「化
学的に合成された肥料」であり、「化成肥
料」のほか、「窒素質肥料」、「リン酸質
肥料」、「加里質肥料」などの「単味肥
料」も該当します。  

■ 「化成肥料」の種類 

 
「窒素質肥料」・・・硫酸アンモニウム、塩化アンモニウ 
          ム、塩酸アンモニウム、尿素 など 
「リン酸質肥料」・・・過リン酸石灰 など 
「加里質肥料」・・・塩化カリウム、硫酸カリウム など 

■ 「単味肥料」の例 

（注）上記以外の肥料であっても、化学的に合成さ
れた肥料であれば、本事業における「化学肥
料」に該当しますが、 

  「有機農産物の日本農林規格」別表１に掲げ
る肥料及び土壌改良資材（※）は「化学肥料」
には該当しません。 

 
（※）天然物質に由来する「炭酸カルシウム肥

料」、「硫黄」、「微量要素」、「熔せいりん肥」、
「塩化ナトリウム」など 

３７ 



 
■ 事業参加申込書及び環境負荷軽減型酪農 
 実践計画を作成し、農協等へ提出します。 

参加の手続等 

① 事業参加の申込み 

■ 飼料作物作付面積（交付金交付対象面積）※を記載し
た交付申請書を作成し、農協等へ提出します。 

③ 交付の申請 

飼料作物作付面積※当たり交付金を受給 

■ 環境負荷軽減型酪農実践計画に基づく取組の実施 
■ 農業環境規範の実践（チェックシートの提出） 

② 取組の実施 

農協等による確認 

 
■交付金の交付のために、事業参加申込書に口座番号を記入する必
要があります。 併せて、その口座の「通帳表紙裏ページ」のコピーを
提出する必要があります。 
■ ＴＭＲセンター等の組織として事業参加する場合は、個人毎では
なく、組織としての参加手続が必要です。 
■ 飼料作物作付面積を、農地基本台帳等により、明確にする必要が
あります。また、農協等は、面積を正しく記入しているか、農地基本
台帳等により確認する必要があります。 

 

３８ 

■ 農協等は、交付申請書に現地確認報告書を添
付して都道府県協議会に提出します。 

※耕種農家等との契約栽培
面積については、水田活用
の直接支払交付金を交付さ
れている場合は除きます。 



参加の手続等（２） 

 
■ 飼料生産型酪農経営支援事業では、交付金交付を、国（農
林水産省本省、地方農政局等）が直接実施することとしてお
ります。 

  一方で、事業の推進に必要な現地確認等については、都道
府県協議会が実施主体となり、一部事務を協議会から農協等
に委託して実施することとなります。 

■ 飼料生産型酪農経営支援事業の実施体制 

３９ 

交
付
金
交
付 

北海道農政事務所、地方農政局、 
沖縄総合事務局 

     酪農経営 

事
業
参
加

申
込
等 

 

都道府県協議会 

農協等 



問い合わせ先 

 
農林水産省生産局畜産部畜産企画課 
畜産経営安定対策室 

 ０３－３５０２－８１１１（代表） 
（内線）４８９０ 

 

 飼料生産型酪農経営支援事業につきましては、最寄りの
都道府県協議会（ＪＡ等）、農林水産省（農政局等）にお
気軽にお問い合わせください。 

■ 農林水産省本省 

 
北海道農政事務所 生産支援課     ０１１－３３０－８８０７ 
東北農政局 生産部 畜産課      ０２２－２２１－６１９８ 
関東農政局     〃        ０４８－７４０－３３２３  
北陸農政局     〃        ０７６－２３２－４３１７ 
東海農政局     〃        ０５２－２２３－４６２５ 
近畿農政局     〃        ０７５－４１４－９０２２ 
中国四国農政局   〃        ０８６－２２４－９４１２ 
九州農政局     〃        ０９６－２１１－９５２５ 
沖縄総合事務局 農林水産部  
生産振興課 畜産振興室        ０９８－８６６－１６５３ 

■ 地方農政局等 

４０ 
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